
 

 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受条件に関する規程 

 

                                                       平成２７年４月１日 

                                                                      ２７森林保業第１号 

    最終改正令和７年８月２２日（７森林保業第 137 号）  

   第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、森林保険法（昭和１２年法律第２５号。以下「法」という。）第５条第１項

の規定に基づき、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件を定めるこ

とを目的とする。 

 

   第２章 森林保険の保険金額の標準 

 

 （保険金額の標準） 

第２条 森林保険の保険金額の標準は、別表第１（以下「普通標準金額」という。）によるものとす

る。 

２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構が第１５条に定める評価基準に従って立木の評価をした森

林については、前項の規定にかかわらず、森林保険の保険金額の標準は、その評価額（以下「評

価標準金額」という。）によるものとする。 

３ 評価標準金額を基礎として約定しようとする場合のヘクタール当たり保険金額は、その対象とす

る森林について第１５条に定める評価基準により評価した金額以下の額とする。この場合におい

て、1,000 円未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 保険金額の標準を異にする樹種が混交する森林の標準金額は、各樹種につき計算した標準金額を

合算したものとする。 

 

   第３章 森林保険の保険料率 

 

 （保険料率） 

第３条 森林保険の保険料率は、別表第２によるものとする。 

 

   第４章 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法 

 

 （保険金額及び保険料の算出方法） 

第４条 保険金額及び保険料は、森林保険契約をしようとする森林に生立する樹木を樹種別（原則と

して、すぎ、ひのき、まつ類、からまつ及びその他針葉樹並びにきり及びその他広葉樹の別をい

う。以下同じ。）及び林齢別にそれぞれの占有面積により区分して次の算式により算出した額（普

通標準金額による保険金額の場合は、占有面積区分毎の額の合計額）とする。ただし、評価標準



 

金額を基礎として約定しようとする場合で、当該森林の林齢を第６条第２項によって計算すると

き又は壮齢林（別表第４の２の（１）の壮齢林をいう。）若しくは特用樹（別表第４の４の特用

樹をいう。）であるときの保険金額及び保険料については、林齢別の区分は省略することができ

る。なお、この場合において、それぞれの算出された額に円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

 一 普通標準金額による保険金額 

      占有面積区分毎の保険金額＝普通標準金額×占有面積（ha） 

                      ×付保率×分収林の持ち分割合 

    ただし、第７条の規定により保険金額を算出する場合、「普通標準金額」とあるのは、「 

正標準金額」とする。 

占有面積区分：樹種別及び林齢別の各占有面積による区分 

付保率：保険金額の標準に対する契約割合（１％単位で 100％を超えない。） 

分収林の持ち分割合：分収林における被保険者の持ち分割合 

 二 評価標準金額による保険金額 

      保険金額≦評価標準金額 

  三 保険料 

    保険料＝保険金額×保険料率 

２ 第１３条ただし書きの保険期間の場合、１年未満となる最終保険年度の保険料は、平年、閏年に

かかわらず、１日分を１年分の３６５分の１として、当該１日分の保険料に最終保険年度の日数

を乗じた額とする。 

３  前項の場合において、最終保険年度に２月２９日を含むときは、当該保険年度の日数に２月２９

日を算入する。 

 

 （樹種別及び林齢別の占有面積の算出方法） 

第５条 樹種別及び林齢別の占有面積は、契約対象面積を樹種別及び林齢別の樹木の生立本数の割合

により区分して算出するものとする。ただし、土壌改良を目的とする造林により生立させた森林

において、主林木の植栽密度が当該地域の人工造林の通常の植栽密度以上であり、当該主林木の

みによる成林が可能であって、かつ、土壌改良木について森林保険契約が行われないことが明ら

かなときは、土壌改良木は保険の目的としない。 

 

 （林齢の算出方法） 

第６条 保険の目的たる森林の林齢は、造林の年から暦年に従って計算する。 

２ 造林の年を異にする樹木が混交する森林であって、造林の年を異にする樹木の混交状態からみ

て、林齢別の区分が困難と認められる場合は、各樹木につき造林の年から暦年に従って計算した

樹齢の平均によって計算する。 

 

 （樹木の生立本数が限界生立本数に満たない場合の保険金額の算出方法） 

第７条 普通標準金額をもって、保険金額を約定しようとする場合において、森林保険契約締結時の

樹木の生立本数が、別表第４の別表５に定める限界生立本数に満たない旨の申し出があった場合

の保険金額は、次の算式により算出した修正標準金額以下の額に契約面積を乗じて得た額とする。 



 

 

                            森林保険契約時のヘクタール当たり生立本数 

    修正標準金額 ＝ 普通標準金額 ×    ─────────────────────── 

                                        限界生立本数 

 

 (損害跡地に植栽した場合の契約面積及び保険金額の算出方法) 

第８条 保険の目的の一部が保険事故により滅失した跡地に植栽した樹木について森林保険契約を

しようとする場合の契約面積及び保険金額は、次の各号のとおりとする。 

 一 損害区域に点在的に損害が発生し、その区域全体に新植した場合は、当該損害に係る森林保険

保険金支払い及び保険料返還内訳書（以下「支払内訳書」という。）に記載された実損面積を

もって契約面積とする。 

 二 損害区域に点在的に損害が発生し、その区域の一部に新植した場合は、損害区域面積に対する

当該損害に係る支払内訳書に記載された実損面積の割合（損害率）に当該新植区域面積を乗じ

て得た面積を契約面積とする。 

 三 新植した本数が別表第４の別表５の限界生立本数の基礎となった植栽本数（以下「基準植栽本

数」という。）以上である場合の保険金額は、普通標準金額以下の額に第一号または第二号の

契約面積を乗じて得た額とする。 

 四 新植した本数が基準植栽本数未満である場合の保険金額は、次の算式により算出した修正標準

金額以下の額に第一号または第二号の契約面積を乗じて得た額とする。 

 

                      損害跡地のヘクタール当たり植栽本数 

   修正標準金額 ＝ 普通標準金額 × ───────────────────           

                                                基準植栽本数 

 

 （申込書に記載する面積、本数、材積の単位と算出方法） 

第９条 保険金額等の算出に用いる測定単位等は、次の各号のとおりとする。 

 一 面積の記載は、ヘクタールを単位とし、小数第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 二 本数の記載は本を単位とする。 

 三 材積の記載は立方メートルを単位とし、小数第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 

   第５章 森林保険の保険料の割引計算に関する事項 

 

 （長期割引） 

第１０条 ２以上の保険年度に対する保険料を一時に払い込むときは、当該保険年度に対する保険料

は、最初の保険年度に対するものを除き、別表第３による率によって割引計算する。 

 

（継続割引） 

第１０条の２ 森林保険契約（本条第２項において「前回契約」という。）の保険期間満了後におい

て保険の目的が同一となる森林保険契約を締結した場合、最初の保険年度に係る保険料を３％割

り引く。 



 

２  前項の割引は、前回契約の保険期間満了後１年未満内に保険期間が開始する森林保険契約に適用

する。 

３ 法第６条第２項の規定による分割払における第２回以降の保険料（第１０条に規定する長期割引

を適用する年度の保険料を除く。）についても第１項の割引を適用する。 

 

（花粉症対策苗木割引） 

第１０条の３ 保険の目的が花粉症対策苗木を植栽した森林の場合、植栽後２年以内に初めて森林保

険に加入するときの最初の保険年度の保険料を３％割り引く。 

 

   第６章 機構の免責に関する事項等 

 

 （免責） 

第１１条 森林保険法施行規則（昭和２８年農林省令第４６号）第４条の機構が定める額は、塡補す

べき額が 4,000 円未満のときとする。 

 

 （森林保険契約の対象とする最小面積） 

第１２条 森林保険契約の対象とする保険の目的たる森林の面積の最小は、0.01ha とする。 

 

 （森林保険契約の対象とする保険期間の単位及び範囲） 

第１３条 森林保険契約の対象とする保険期間は、１年を単位とし、２０年を最大とする。 

   ただし、一以上の森林保険契約を締結している保険契約者が、当該森林保険契約を含む複数の

森林保険契約（同一契約者のものに限る。）の保険期間の終期日同士又は終期日と年応当日（始

期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する各日をいう。）前日を統一しよ

うとする場合、保険期間に１年未満の端数期間を加えた新たな森林保険契約を締結することがで

きる。 

 

（保険料の分割払） 

第１４条 法第６条第２項の規定により保険料を分割して払い込む場合においては、保険契約者は、

保険年度を単位として分割して保険料を払い込むこととする。 

２ 前項の場合においては、保険契約者は、第２回以降の保険料に対応する期間の開始までに、当該

保険料を払い込まなければならない。 

 

   第７章 立木の評価基準 

 

 （立木の評価基準） 

第１５条 森林保険の立木の評価基準は、次の各号のとおりとする。 

 一 伐採が予定される林齢（以下「伐期齢」という。）以上の立木及び伐期齢未満の立木で市場価

格のあるものについては、樹種別に次の算式により算出される価額とする。 

                        Ａ 

     



 

 

 ｘ ＝ ｆ     ────── － Ｂ 

             １＋ ｒ 

 

     Ｘ ＝ ∑ｘjｖj － Ｃ 

   ｘ；１立方メートル当たりの立木価格で施設費を差し引いていないもの 

   ｆ；立木の推定利用率 

   Ａ；素材等（素材及び薪炭をいう。以下同じ。）の最寄市場における単位数量当たりの取引価

格 

   ；伐出事業の投下資本の推定回収期間（月） 

   ｒ；伐出事業の投下資本の推定月収益率 

   Ｂ；施設費以外の素材等の単位量当たりの事業費 

   Ｘ；立木の評価額 

   ｖ；立木の材積 

   Ｃ；施設費の総額 

 二 前号に掲げる立木以外の立木で人工植栽したものについては、樹種別及び林齢別に次の算式に

より算出される価額とする。 

 

    ア 11 年生以上の立木 

                               （ｉ－10）２            

       Ａｉ ＝（Ａｕ－Ｈ１０ ）──────   ＋ Ｈ１０                           

                                 （ｕ－10）２            

     Ａi   ；立木の評価額 

     Ａu  ；伐期齢に達したときの前号の算式により算出される推定立木価額 

     Ｈ１０；イの算式でｍを 10 とした場合に算出される価額 

      ｉ ；立木の現在林齢 

      ｕ ；伐期齢 

 

    イ 11 年生未満の立木 

        Ｈｍ＝Ｄ１（１＋Ｐ）ｍ－１＋Ｄ２（１＋Ｐ）ｍ－２＋･････＋Ｄｍ     

      Ｈｍ；立木の評価額 

        Ｄ１,Ｄ２,･････Ｄｍ；それぞれ植栽以後現在までの年ごとの造林費を評価現         

                  在の時価に換算した価額 

        Ｐ；年利率 

        ｍ；立木の現在林齢 

 三 はぜ、うるし、あべまき等果実、樹液、樹皮等の採取を目的とする特用樹については、樹種別

にその地方の通常の売買実例価格を参しゃくして算出される価額とする。 

 四 保健保安林等の立木で主として環境緑化木を人工植栽したものについては、第一号から第三号

の規定にかかわらず、樹種別に新植費を評価時現在の時価に換算した価額とする。 

 五 第一号から第四号に掲げる立木以外の立木については、樹種別及び林齢別に次の算式により算

Ａ 



 

出される価額とする。 

 

                   ｉ２ 

     Ａｉ ＝ Ａｕ× ───         

                      ｕ２ 

  Ａｉ；立木の評価額 

  Ａｕ；伐期齢に達したときの第一号の算式により算出される推定立木価額 

     ｉ；立木の現在林齢 

   ｕ；伐期齢 

２ 前項の規定の詳細は、別表第４のとおりとする。 

 

  附則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。     

 

 附則 [平成２９年３月１７日 ２８森林保業第 337 号] 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。     

 

 附則 [平成２９年６月２８日 ２９森林保業第 172 号] 

１ この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。                           

２ 第４条第２項及び第３項、第１０条、第１０条の２、第１０条の３、第１３条、別表第２、別表

第３の規定は、平成３１年４月１日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。 

３  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の間に保険責任が開始する保険契約については、

この規程の施行前の第１０条、第１３条、別表第２、別表第３の規定を適用する。 

    この場合、施行前の第１０条及び別表第３中「保険料期間」とあるのは、「保険年度」とする。 

４ 平成３１年３月３１日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例に

よる。 

 

附則 [令和５年３月２３日 ４森林保業第 332 号] 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１３条、別表第２、別表第３の規定は、令和６年４月１日以降に保険責任が開始する保険契約

に適用する。 

３ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日の間に保険責任が開始する保険契約については、この

規程の施行前の第１３条、別表第２、別表第３の規定を適用する。 

４ 令和５年３月３１日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例によ

る。 

 

附則 [令和７年８月２２日 ７森林保業第 137 号] 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１３条の規定は、令和８年４月１日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。 
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